


 

「歩いて魅
・

たくなるまちづくり」をめざして 

 

日々の生活を過ごすなか、私たちは、ややもすれば自分だけの感

覚でものごとを判断し、相手の立場や置かれている状況をつい忘れ

てしまうことがありますが、たとえば、若い時には何でもなかった

敷居の段差が気になるような年代になって初めて、「バリアフリー」

の大切さを実感するようになるのではないでしょうか。 

また、日ごろは「バリア」を感じていない人でも、病気になった

り、けがをした時、妊産婦になった時、あるいは乳幼児を連れて歩いた時、まちのあちこち

に不便や危険を感じることで、やはり初めて、「バリアフリー」の大切さを実感するように

なるのではないでしょうか。バリアフリー、つまり障壁のない社会は、高齢者や障害を抱え

る方々だけではなく、すべての人たちが「歩いて魅
・

たくなる」「住んで魅
・

たくなる」そうし

たまちづくりにつながっていくものと考えます。 

そうしたなか、この度、本市は、平成18年に施行された、いわゆるバリアフリー新法に基

づき『大和郡山市バリアフリー基本構想』を策定し、基本方針や整備内容、ソフト面の取り

組みなどについて定めました。 

構想の策定にあたっては障害者、高齢者、学識者、関係団体代表者、関係事業者の方々か

らなる協議会を設置し、市民に対するアンケート調査や、ヒアリング、ワークショップ、タ

ウンウォッチングに取り組み、バリアフリーの方向性を明らかにしていただきました。 

この後は、本基本構想に基づき、市民、関係者の協力のもと、本市のバリアフリー化の促

進と質の向上を図っていきたいと考えております。 

本基本構想の策定にあたりまして、ご尽力をいただきました協議会委員の方々をはじめ、

アンケート、ワークショップ等にご協力をいただきました市民、関係団体、関係機関の皆様

方に心から厚く御礼を申し上げますとともに、今後ともご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げ、冒頭の挨拶とさせていただきます。 

誠にありがとうございました。 

 

  平成24年3月 

大和郡山市長 上 田  清 



 

大和郡山市バリアフリー基本構想 
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